
事 務 連 絡 

令和５年３月 31 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 46） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



                  事  務  連  絡 

令和５年３月 31 日  

 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 46） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切

に運用いただくようお願いします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



（別添） 

調－1 

調剤報酬点数表関係 

 

【連携強化加算】 

問１ 「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いにつ

いて」（令和５年３月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）について、

地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休

日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット（以下

「抗原検査キット」という。）を地域住民が入手できるような販売体制を

取っていることで、同事務連絡の１．①を満たしていると解してよいか。 

（答）よい。なお、開局時間、時間外対応（対応方法・連絡先等）等の抗原検

査キットの販売体制について、自治体、関係団体等（都道府県薬剤師会又

は地区薬剤師会等）のホームページ、広報誌等において広報することや、

薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知

すること。 

 

【服薬管理指導料】 

問２ 電子版のお薬手帳について、「お薬手帳（電子版）の運用上の留意事項

について」（平成 27 年 11 月 27 日付け薬生総発 1127 第４号厚生労働省医

薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。）に代えて、

新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」（令和５年３月 31 日薬生

総発 0331 第１号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「ガイ

ドライン通知」という。）が示されたが、服薬管理指導料における電子版

の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。 

（答）電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「２．運営事業者

等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いと

する。その際、保険薬局においては、同別添の「３．提供薬局等が留意す

べき事項」を満たす必要がある。 

なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本

通知の発出から１年を目処として実装」とされているため、令和６年３月

末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき

事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、

引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき

事項」を満たす必要がある。 

 

 


